
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電柱または電柱に取着される腕木の垂直杆に取り付けられる取付バンドに複数本のバリ
ヤー棒体を鳥類が営巣し易い箇所の上面を覆うように、放射状かつ下向きに傾斜させて突
設したことを特徴とする営巣防止具。
【請求項２】
　請求項１において、前記取付バンドは、前半体と後半体とで前記電柱または前記垂直杆
を締め付けて固定していることを特徴とする営巣防止具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、電柱上部に設置されたトランス等のいわゆる複数の柱上機器の間や、電柱の
腕木に送電線を引き留めるため取着される引留碍子と縁回し線との間など営巣し易い箇所
に鳥類が飛来して営巣するのを防止する営巣防止 関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、電柱上部には例えば複数設置されたトランス等の柱上機器の間や、腕木に取着さ
れる引留碍子と縁回し線との間などの上面は鳥類が営巣し易い箇所として知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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　このように鳥類が営巣し易い箇所でありながら営巣防止策が何ら講じられることなく無
防備のまま放置されているのが現状であり、このため鳥がそれらの箇所に営巣して配電線
事故をしばしば発生させていた。そこで本発明は、このような鳥類が営巣し易い箇所の上
面を覆うように取り付けることで鳥類の営巣行為を防止するようにした営巣防止 提供
することを目的とするものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　かかる目的を達成するために本発明に係わる営巣防止具は、鳥類が営巣し易い箇所

を覆うように
複数本のバリヤー棒体を放射状かつ下向きに傾斜させて設けてなる。このようにバリヤー
棒体群が鳥類が営巣し易い箇所を覆うように設けて使用することにより、鳥類が営巣用と
して運んできた木の小枝等を営巣しようとする箇所に上から落下させても、前記バリヤー
棒体群の上面滑り落ちて遮れることとなり、これにより営巣行為が防止される。
【０００５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明に係る営巣防止具の実施の形態を図面と共に説明する。
図１は営巣防止具Ａの側面図，図２は同平面図である。該営巣防止具Ａは、図３に示すよ

に電柱Ｐの上部にほぼ水平に取着された腕木Ｂに垂直に設けられた垂直杆Ｖに、引留碍
子Ｉを介して引き留められた上下３本の送電線Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３の内、上から２番目以下
の送電線Ｗ２，Ｗ３の上面を覆うように使用される。更に詳しくは、前記垂直杆Ｖの前後
で例えば送電線Ｗ２，Ｗ２間に架設される縁回し線Ｋと引留碍子Ｉとの間の上面を覆うよ
うにする。
【０００６】
　この営巣防止具Ａは前記垂直杆Ｖに巻回して取り付ける取付けバンド１の前面に所定の
長さを有する複数のバリヤー棒体２，２…を放射状かつ若干下向きに傾斜させて突設して
構成される。前記取付バンド１はステンレス鋼板を半円形に屈曲させた前半体１ａと後半
体１ｂとに分割形成され、これらの前半体１ａと後半体１ｂの両端に延設された連結片部
３，３を対向させ、両連結片部３，３の通孔４，４にボルト５，５を挿通すると共に各ボ
ルト５，５にナット６，６を螺合して締め付けるようにしている。また、前記各バリヤー
棒体２は合成樹脂材により直径１０ｍｍ，長さ４００ｍｍ程度の棒状に形成され、その基
端部を取付部材７を介して取付バンド１の前半体１ａ前面に固着させている。
【０００７】
　このように構成された営巣防止具Ａは図３に示すように垂直杆Ｖに引留められた３本の
送電線Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３の内、上から２番目の送電線Ｗ２の上面、特に引留碍子Ｉと縁回
し線Ｋとの間の上面をバリヤー棒体２が覆うように該送電線Ｗ２から所定の距離離して取
付バンド１を垂直杆Ｖに取り付け固定する。このように上から２番目の送電線Ｗ２におけ
る引留碍子Ｉと縁回し線Ｋとの間の上面を営巣防止具Ａで覆うようにしたのは、一般に鳥
類の習性から１番上の引留碍子Ｉと縁回し線Ｋとの間の上面には営巣を行なわず、２番目
か３番目の引留碍子Ｉと縁回し線Ｋとの間の上面が営巣し易い 所Ｄであって、ここに営
巣が行なわれ、また２番目の引留碍子Ｉと縁回し線Ｋとの間の上面を営巣防止具Ａで覆う
ことにより３番目の上面もカバーできるからである。そして、装着された営巣防止具Ａは
、各バリヤー棒体２，２…が取付バンド１に 放射状かつ若干下向きに
傾斜させて突設されているために図４に示すように引留碍子Ｉと縁回し線Ｋとの間の上面
を覆うこととなり、鳥が営巣行為をすべく運んできた木の小枝等を上から落下させてもバ
リヤー棒体２群で遮られ、該バリヤー棒体２群の上面を滑り落ちる。よって営巣行為が行
なわれることはない。
【０００８】
　図５に示した営巣防止具Ａ１は図６乃至図８に示すように電柱Ｐに水平方向に並べて設
置された２個のトランスＴ，Ｔの間の上面を覆わせるためのものである。この 所も営巣
し易いところである。この営巣防止具Ａ１は電柱Ｐに周回させて固定させる取付バンド１
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の前半面に円弧状の取付部材７ａを固設し、該取付部材７ａに複数（６本）のバリヤー棒
体２ 設させている。これらのバリヤー棒体２，２…も放射状かつ若干下向きに傾斜さ
せて突設される。そして、取付バンド１を図６に示すようにトランスＴ，Ｔの上面から所
定の距離離して電柱Ｐに周回させ、一端の鍵状のフック８を取付バンド１に開設された複
数の透孔９，９…の内の所定の１箇所の透孔９に掛止することにより取着される。このよ
うにして取り付けられた営巣防止具Ａ１のバリヤー棒体２群は図７及び図８に示すように
トランスＴ，Ｔ及びこれらトランスＴ，Ｔの間の上面を覆うので、鳥類が木の小枝等を上
から落してもバリヤー棒体２群で遮られ、その上面を滑り落ちることとなり、これにより
営巣行為が防止される。
【０００９】
　図９に示した営巣防止具Ａ２は図１０乃至図１２に示すように送電線Ｗの終端を引き留
める電柱Ｐに取り付けて使用されるものである。この営巣防止具Ａ２は図５に示した営巣
防止具Ａ１と同様に電柱Ｐに周回させて固定させる取付バンド１の前半面に円弧状の取付
部材７ａを固設し、該取付部材７ａに複数（３本）のバリヤー棒体２を固着 している
。これらのバリヤー棒体２も放射状かつ若干下向きに傾斜させて突設される。そして、電
柱Ｐの上部に図１０ に示すように電柱Ｐを挟んで腕木Ｂ，Ｂが水平かつ平行に
取着されており、これらの腕木Ｂ，Ｂに上下一対をなす２本の支持金具Ｓ，Ｓが先端を交
差させて組み付けられており、交差させた先端に連結ボルトＣを介して引留碍子Ｉが引き
留められ、該引留碍子Ｉに送電線Ｗの端部が係留されている。この場合、前記支持金具Ｓ
，Ｓの先端交差部が営巣し易い 所Ｄである。
【００１０】
　そこで、前記支持金具Ｓ，Ｓの上方位置で電柱Ｐに前記営巣防止具Ａ１と同様にして取
付バンド１を周回させて営巣防止具Ａ２を取着させる。このようにして取り付けられた営
巣防止具Ａ２のバリヤー棒体２群は図１１及び図１２に示すように腕木Ｂ及び支持金具Ｓ
，Ｓの先端交差部である営巣し易い 所Ｄの上面を覆っており、これらのバリヤー棒体２
群により営巣行為が防止される。
【００１１】
【発明の効果】
　以上述べたように本発明にかかる営巣防止 、複数のバリヤー棒体を営業しやすい箇
所を覆うように放射状かつ下向きに設け、営巣用小枝等を滑り落として鳥が営巣をするの
を防止し、これによる送電線事故の発生を未然に防止することができる。また、簡単な構
造であることから低コストに提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る営巣防止具Ａの側面図。
【図２】図１に示す営巣防止具Ａの平面図。
【図３】図１に示す営巣防止具Ａの使用状態図。
【図４】図３の要部側面図。
【図５】他の実施の形態に係る営巣防止具Ａ１の平面図。
【図６】図５に示す営巣防止具Ａ１の使用状態図。
【図７】図６の側面図。
【図８】図６の平面図。
【図９】他の実施の形態に係る営巣防止具Ａ２の平面図。
【図１０】図９に示す営巣防止具Ａ２の使用状態図。
【図１１】図１０の側面図。
【図１２】図１０の平面図。
【符号の説明】
１  取付バンド
２  バリヤー棒体
Ｂ  腕木
Ｄ  営巣し易い 所
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Ｐ  電柱

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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